
奈良市災害廃棄物処理計画 概要版（案）

大規模災害が起こった場合には、災害時に発生する廃棄物を適正か

つ円滑・迅速に処理することが重要となります。

本市では、平成21年3月に「奈良市災害廃棄物処理計画」を策定し

ていますが、策定から10年以上経過し、見直しの時期を迎えており、

新たに改定版として本計画を策定します。

本計画は、環境省の「災害廃棄物対策指針」及び「奈良市地域防災

計画」や「奈良県災害廃棄物処理計画」等との整合性に留意し、災害

廃棄物の処理について、本市の基本的な考え方や処理方法等を示しま

す。

本計画で対象とする災害は、地震及び風水害等の自然災害であり、そ

の災害により直接生じた被害及びこれに伴い生ずる被害についても対象

とします。

地震災害については、「第2次奈良県地震被害想定調査報告書」(平成

16年)の調査結果に基づいた想定を行い、風水害については、集中豪雨

による河川、排水路等の氾濫による浸水被害を想定しています。

なお、本市では奈良盆地東縁断層帯地震が、想定最大規模の地震災害

となっております。

４ 想定する災害

１ 計画策定の背景と目的

奈良盆地東縁断層帯地震

３ 廃棄物処理基本方針

本計画の災害廃棄物処理に係る基本方針は次のとおりとします。

処
理
基
本
方
針

適正かつ円滑・迅速
な処理

災害からの早期の復旧・復興を目指し、
迅速な処理を行います。

計画的な処理
初動期・応急対応期・復旧復興期のそれ
ぞれの状況を踏まえ、最大３年以内の処
理を目指します。

環境と安全を配慮し
た処理

公衆衛生上の支障を防止しながら、市民
の生活環境を保全します。

リサイクルの推進
可能な限り分別を行い、再資源化による
有効利用を図り、処理負担を軽減します。
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７ 災害廃棄物対策における内部組織体制

発災後は、右図のように組織体制を

早期に確立し、庁内関係各課と連携し

て災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な

処理を行います。

災害対策本部会議

災害対策本部員(部長)

環境部部長付

災害対策本部
事務局

（危機管理課）

環境部・環境班

災害廃棄物担当 処理担当

収集担当総務担当

・総務担当

・災害廃棄物担当

・収集担当

・処理担当

災害廃棄物等対策全体の総括、対外

交渉・連絡、補助金関連等

環境対策・モニタリング、公費解体

撤去、仮置場の確保・設置・運営、

不法投棄の防止、事業者指導等

収集運搬の管理、他市等からの応援要請の調整、仮設トイレの設置・維持管理等

処理施設の点検・復旧、代替施設の確保

6 発災後における災害廃棄物対応業務

災害発生後は，初動期，応急対応期，復旧・復興期の各段階におい

て，被災状況や地域特性に応じた災害廃棄物の処理を実施します。

時期区分 時期区分の特徴

災
害
応
急
対
応

初動期
人命救助が優先される時期（体制整備、被害状
況の確認、必要資機材の確保等を行う）

応急対応(前半)
避難所生活が本格化する時期（主に優先的な処
理が必要な災害廃棄物を処理する期間）

応急対応(後半)
人や物の流れが回復する時期（災害廃棄物の本
格的な処理に向けた準備を行う期間）

復旧・復興
避難所生活が終了する時期（一般廃棄物処理の
通常業務化が進み、災害廃棄物の本格的な処理
の期間）

本計画の対象とする災害廃棄物等は、地震及び風水害等の自然災害に

よって発生する廃棄物（災害廃棄物）及び被災者や避難者の生活に伴い発

生する廃棄物とし場合によっては、災害に伴う倒壊建物により発生する廃

棄物についても対象とします。

５ 対象とする災害廃棄物

区分 種類

災害廃棄物

可燃物／可燃系混合物、木くず、畳・布団、不燃物
／不燃系混合物、コンクリートがら等、金属くず、
家電（４品目）、その他家電、腐敗性廃棄物、有害
廃棄物／危険物、廃自動車、処理困難物

生活ごみ、避難所ごみ、
し尿・汚泥

家庭や避難所から排出される生活ごみ及び仮設トイ
レ等からのくみ取りし尿、災害に伴って便槽に流入
した汚水

８ 協力・支援体制

○被害状況に応じて、災害支援協定等に基づき、他自治体や民間事

業者等へ協力支援を要請します。

○県域を越えた広域処理は、県が協力要請を行うため、県と広域的

な協力支援体制の構築を図り広域的な処理・処分について検討し

ます。

○被害が甚大であり、自区域内の処理では処理期間が長く復旧・復

興に時間がかかると判断した場合は、D.Waste-NET（災害廃棄物

処理支援ネットワーク）を活用します。



１０ 仮置場の種類と役割

市民仮置場

市民仮置場レイアウト（例）

車両通行路の確保や生活環境の復旧を目的とし、道路等の散乱物や被災家屋からの災害廃棄

物、片付けごみを一次仮置場開設時まで一時的に集積します。

一次仮置場

災害廃棄物の粗選別を行い、二次仮置場や処理・資源化施設等へ搬出するための拠点施設で

す。

一次仮置場レイアウト（例）

二次仮置場

一次仮置場の災害廃棄物を搬入・選別し、中間処理・最終処理をすべて行うまでの間、保管す

る拠点施設であり、仮設の破砕施設等を設置する場合があります。

９ 災害廃棄物の発生量と必要仮置場の推計

想定災害 可燃物(ｔ) 不燃物(ｔ) 合計(ｔ)
必要延べ面積

(㎡)

①奈良盆地東縁断層帯地震 921,704 4,033,008 4,954,712 1,432,952

②中央構造線断層帯・生駒断層帯地震 432,146 1,890,896 2,323,042 671,847

③南海トラフ地震 2,190 9,581 11,771 3,405

３つの想定災害ごとの災害廃棄物発生量の推計と仮置場の必要延

べ面積を推計します。

本計画の想定最大規模（奈良盆地東縁断層帯地震）被害のゾーン

別災害廃棄物発生量は次のとおりです。

※ゾーン別内訳一覧 (人口令和3年4月1日現在)

中央市街地ゾーン (人口95,416人)

椿井、飛鳥、鼓阪、済美、佐保、
大宮、大安寺、大安寺西、済美南、
鼓阪北、佐保川

中部ゾーン (人口32,964人)

都跡、平城

西北部ゾーン (人口186,172人)

伏見、富雄南、富雄北、あやめ池、
鶴舞、鳥見、登美ヶ丘、六条、青
和、右京、東登美ヶ丘、二名、西
大寺北、富雄第三、平城西、三碓、
神功、朱雀、伏見南、佐保台、左
京

南部ゾーン (人口27,965人)

東市、辰市、明治、帯解（帯解、
精華）

東部ゾーン (人口5,176人)

田原、柳生、興東（大柳生、相
和）

月ヶ瀬ゾーン (人口1,301人)

月ヶ瀬

(人口5,293人)

1,781,959

195,611

2,757,306

128,110 31,781 14,387 45,558
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仮置場は生活環境の保全に支障が生じないようにするために、災害廃棄物を集

積、分別保管、処理するために一時的に設置される場所で、必要となる仮置場の種

類、規模、設置箇所数は、災害廃棄物の性状や量により異なります。



１１ 災害発生後のおおまかな流れ

行動
本編
ページ

初動期
（～数日間）

応急対応機
（３ヵ月程度）

復旧・復興期
（３年程度）

組織・配備体制 P10～

情報収集・記録 P14～

実行計画等 P18～

収集運搬 P22～

仮置場 P24～

し尿等
仮設トイレ

P29～

避難所ごみ
生活ごみ

P32～

環境対策
モニタリング

P35～

住民への広報
相談窓口の設置

P39～

組織体制の構築 支援要請

被災情報の把握、被害状況の調査 復旧状況の把握

実効計画の策定
災害廃棄物の発生量・処理可能量の推計

処理スケジュールの検討

収集運搬体制の構築、収集ルートの確保

被災情報の把握、被害状況の調査

各種相談窓口の設置、住民等への啓発・広報

仮置場の設置・管理・撤去

仮設トイレの
撤去

排出方法、収集運搬体制の構築

環境モニタリングの実施

施設の状況や稼働状況、処理見込み量、動員可能な人員数、資機材の

確保状況を踏まえ、処理工程毎に進捗管理を行います。

１２ し尿等

１３ 生活ごみ・避難所ごみ

１４ 貴重品・思い出の品等

１５ 選別・処理・再資源化

１６ 職員への教育訓練

○大規模災害発生時のし尿処理については、避難所に仮設トイレが

設置され、平常時水洗化世帯が避難所での仮設トイレを使用する

ことによるし尿処理量の増加が想定されます。

○災害時のトイレの確保は、既設トイレの洋式便器を活用すること

で、数を確保することが可能です。

○大規模災害発生時には、災害廃棄物の処理だけでなく、市民生活

を確保するために必要となる生活ごみの処理も並行して進めなけ

ればなりません。発災直後は、家庭や避難所から排出される生活

ごみが一時的に増加するため、廃棄物収集車両の台数が不足する

ことが見込まれます。このため、収集する生活ごみ・避難所ごみ

の優先順位を決めて処理します。

○生活ごみのうち、生ごみなど衛生面から保管に問題があるものか

ら優先的に回収し、燃やせないごみなど衛生面に問題のない廃棄

物は、処理体制が復旧するまでの間は、家庭や避難所などででき

る限り保管することとします。

○災害廃棄物を撤去する場合は、貴重品や思い出の品の取り扱いが

必要となります。遺失物法等の関係法令による手続きや対応を確

認した上で取扱ルールを定め、回収・保管・運営・返却を行いま

す。

○歴史的遺産、文化財等が他の災害廃棄物と混合しないよう、対象

物が発見された場合の対処法等を周知徹底し、保護・保全に努め

ます。

○災害廃棄物の再資源化は最終処分量の減少やその延命化となるこ

とに加えて、処理期間の短縮にも有効です。そのため、災害廃棄

物の排出段階から分別等を徹底処理できる事業者やその処理方法

等について平時から把握します。

○災害廃棄物等の処理は、災害の規模、種類及び発生場所に応じて

異なり、計画では想定していなかった様々な課題が発生します。

○災害発災後、災害時の混乱した状況において災害廃棄物処理とい

う専門性の高い分野に関して、適正かつ円滑・迅速に処理を実施

するためには、平時から災害マネジメント能力の維持・向上を図

ることを目的とした人材育成が必要です。


